
船舶事故等調査報告書 

平成２７年４月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４神第１４４号 

事故等種類 漁網損傷 

発生日時 平成２６年８月２１日 ２０時００分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第１区舞
まい

洲
しま

南東方沖 

大阪北港口
ほっこうくち

防波堤灯台から真方位３２１°４７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３９.３０′ 東経１３５°２４.６６′） 

事故等調査の経過  平成２６年１１月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 栄
えい

福
ふく

丸、１９トン 

   ２６０－４５６２１大阪、個人所有 

Ｂ はしけ ＳＫ８０６、４７７トン 

   ００３２３１、協栄海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 乗組員Ｂ 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

漁網 破損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、乗組員Ｂが乗ったＢ船を長さ

約３０ｍのえい
．．

航索でえい
．．

航する引船列（以下「Ａ船引船列」とい

う。）とし、船長Ａが、左舷船首方に数隻の漁船及び漁網に設置され

た灯火を認めたので、灯火に接近しないよう注意を向け、舞洲東方沖

を南進していた。 

 船長Ａは、船首方間近に灯火を認めたので、右舵を取って航行した

ところ、平成２６年８月２１日２０時００分ごろ、漁船からＢ船の錨

に漁網が絡まったことを知らされた。 

 船長Ａは、直ちに機関を停止し、漁網の取り外し作業を行った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

日没時刻：１８時３９分ごろ 

 その他の事項  Ａ船は、喫水が船首約１.２ｍ、船尾約１.８ｍであった。 

 Ｂ船は、空船で、喫水が船首約１.０ｍ、船尾約１.４ｍであり、船

首部の錨の先端を海面下約１.８ｍまで入れていた。 

 船長Ａは、本事故海域付近において、刺し網が入れられているのを

見掛けたことはほとんどなかった。 



 漁網所有者は、魚影の状況によって適宜漁場を決めていた。 

 漁網は、長さ約２００ｍの刺し網で、日没時刻ごろから日出時刻ご

ろまで設置されており、両端部に紅灯及び緑灯が取り付けられてい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船引船列は、阪神港舞洲南東方沖を南進中、左舷船首方に認めた

灯火に注意を向けていたことから、船首方の漁網の灯火に気付かず、

船首方間近に灯火を認めて右舵を取ったものの、Ｂ船の錨に漁網が絡

み、漁網が損傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船引船列が、阪神港舞洲南東方沖を南進中、左

舷船首方に認めた灯火に注意を向けていたため、船首方の漁網の灯火

に気付かず、船首方間近に灯火を認めて右舵を取ったものの、Ｂ船の

錨に漁網が絡んだことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・港内では船舶交通の妨げとなるおそれがあるので、できる限り、

漁ろうを控えることが望ましい。 

・見張りを適切に行い、前路の障害物等の確認を十分に行うこと。 

・漁具が設置された海域では、はしけの錨を降ろした状態でえい
．．

航

しないこと。 

 


